
一般社団法人 新経済連盟 

令和８年３月 10日 

内閣府 規制改革推進室 

同  科学技術・イノベーション推進事務局人工知能政策推進室 御中 

 

 

 

 

 

（案件名） 

AI の社会実装において、障害となる又は不十分な効果をもたらす規制・制度についての情報提供 

 

 

 

 

郵便番号 105-0001 

住所   東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー5 階 

会社名  一般社団法人 新経済連盟 

会社の分類 非営利法人・団体 

所属部署 政策部 

メールアドレス（個人を特定しない代表又はグループ用） policy@jane.or.jp 

電話番号 050-5835－0770 

Web   https://jane.or.jp/  



一般社団法人 新経済連盟 

No. ① AI

活

用

を

検

討

中

の

分

野 

② サービス・製品を、AI を利用

してどのように開発・提供又

は利用しようとしているのか 

③ ②で回答したサービス・製品において、規制・制

度が原因と思われる、困っている状況およびそ

の規制・制度の根拠法令 

④ 困っている状況等に対して、改善する具体的な提案 

１ P 医療、

福祉 

新経済連盟の会員企業 A社は認知

症高齢者のバイタルデータや生活

空間の環境データ、過去の介護記

録を分析し、認知症特有の BPSD

（心理症状・行動症状）を予測する

AI を市場投入しようとしていま

す。この技術は国プロ（AMED）

の委託事業で開発された、いわば

国家アセットでもあります。この

AI により、認知症の BPSD 予測精

度は約 80％に達しており、予測の

みならずBPSD発症を予防するケ

ア方法も提示する AI であるため、

介護現場の介護負担を軽減するこ

とができます。また、認知症高齢

者の活動的 BPSDが減少すること

も示唆されており、認知症高齢者

介護分野における AI 社会実装の最大の障害は、既

存の介護請求・記録ソフトが形成している「事実上

のデータ囲い込み構造」にあります。多くの既存ソ

フトは、外部 API を公開せず、標準形式でのデータ

エクスポート機能も制限的であり、外部 AI との相

互接続を前提としない設計となっています。その結

果、AI 事業者は技術的には可能であっても、既存ベ

ンダーの閉鎖構造により市場参入が著しく制限さ

れています。 

 

これは明示的な法規制ではないものの、結果として

「事実上の参入障壁」として機能しており、公費を

原資とする介護保険事業において、特定ベンダーに

よるデータ支配が固定化される構造を生んでいま

す。公共財に近い制度産業である介護分野におい

て、このような閉鎖的エコシステムが放置されてい

ることは、AI 基本計画の趣旨と明確に矛盾します。 

AI 社会実装を加速するため、以下の規制・制度見直し

を提案します。 

 

第一に、介護施設および利用者が自らのデータを外部AI

へ安全に移転できる「データポータビリティ」の基盤確

立とそのルールの明確化するべきです。第二に、政府が

実証効果から社会課題の解決に資すると判断した目的

特化型の AI ツールについては、既存ベンダーが合理的

理由なく接続を拒否できない制度設計にするべきです。

第三に、官民連携による共通データ標準・セキュリティ

基盤の整備・支援を行うべきです。 

 

特に第三に関しては AI 利用を前提とした基盤が必要で

す。当社が展開する AI で定義したデータ・クラスター

は、今まで「科学的介護」に必要とされてきたデータ・

クラスターと異なります。扱うデータの定義から見直す

必要があり、真の科学的介護に資する基盤を構築すると
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が自分らしく生活するためのサポ

ートにも繋がります。最も業界全

体で AI 化・DX が必要な介護業界

におけるブレイクスルーであると

同時に、社会保障費の削減または

適切な分配にも貢献します。 

現場では、AI 導入時に既存システムとの連携ができ

ないため、二重入力（同時に複数のシステムを使用

するという負担）や業務分断が発生し、AI 導入がか

えって負担増となる逆転現象が生じています。ま

た、複数データの統合分析ができないため、科学的

介護の高度化や要介護度進行予測といった高度 AI

の社会実装が著しく制限されています。これは技術

課題ではなく、制度構造の問題です。 

 

一方で、広義のヘルスケア領域においては、AI の乱

立はクオリティの維持・担保に支障をきたす可能性

が高いです。個人のデータアセットとしてヘルスケ

アデータを個人の裁量で活用可能な基盤の構築を

ベースに AI の設計・運用を進める必要もあります。 

いう重要な提案となります。 

 

AI を前提としていない制度構造そのものが実質的な規

制となっている現状を是正し、オープンなエコシステム

（但しトレーサビリティを持つ信頼性の高いシステム）

を構築することが、介護人材不足や社会保障費増大とい

った国家課題解決に直結します。介護分野は、AI 社会

実装の試金石となる領域であり、重点的な規制改革を求

めます。 

 

2 P 医療、

福祉 

新経済連盟の会員企業 B 社は、デ

イサービス等の介護施設向けに科

学的介護ソフトを提供する介護テ

クノロジーベンダーです。現在、

我が国が直面する 2040 年の介護

人材不足（57 万人不足）といった

深刻な社会課題をテクノロジーの

力で解決するため、各介護事業所

から「委託」に基づき、数万人規模

の利用者の介護データ（機能訓練

計画、バイタル、ADL、認知機能、

服薬情報等）をお預かりし、プラ

ットフォーム上に保持・蓄積して

ＡＩサービスやデータ連携基盤を開発・提供したい

が、国等が定めたルールの内容が不明確である、ま

たは煩雑な手続や厳格な要件が存在するため、開

発・提供が実質的に制限されています。 

 

① 個人情報保護法上の「共同利用」制度における要

件の厳格さと非現実性：介護事業所から「委託」

を受けてデータを保持する介護テクノロジーベ

ンダーとして、利用者のデータを多職種間（医療

職、介護職、家族等）でリアルタイムに連携する

AI サービスやデータ基盤を構築する際、個人情

報保護法 27 条 5 項 3 号に規定される「共同利

用」の枠組みを検討しています。しかし、現行制

政府が推進する「データと AI の好循環」を実現するた

め、以下の制度見直し・明確化を要望します。 

 

① 「共同利用」制度の要件の柔軟化と明確化 

：プラットフォームを通じた公益性の高い連携（多職種

連携や地域包括ケア等のデータ連携基盤）においては、

共同利用者の「主体の特定」要件を柔軟化していただき

たいです。また、「容易に知り得る状態」の要件につい

て、利用者と直接の接点を持たず、介護事業所から「委

託」を受けてデータを管理する介護テクノロジーベンダ

ーがデータ連携を主導する場合、プラットフォームの利

用規約やウェブサイト上での通知・公表等をもって同要

件を満たすことができるよう、ガイドライン等で解釈を
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います。 これらの「委託」データ

を活用し、介護現場の生産性向上

や高齢者のQOL向上に直結する、

以下の AI サービスやデータ分析

基盤の開発・提供を検討・実施し

ています。 

 

① AI 動作分析・予測モデルの開

発： AI による動作分析で客観的

評価に基づくリハビリや転倒予防

を実現するソフトや、高齢者の

ADL（日常生活動作）低下の可能

性を予測する機械学習モデルの開

発。 

② 介護テクノロジーの導入効果

検証： 介護テクノロジーを導入す

る事業所としない事業所のデータ

を比較し、ケアの質（ADL や認知

機能等の維持・改善）の差異を検

証。 

③ 多職種連携・データ分析基盤の

構築（将来的・未実装）： 蓄積され

た介護データを、医療・介護の多

職種（医師、ケアマネジャー、管理

栄養士等）やヘルスケア関連企業

と連携・共創することで、新たな

予防医療や個別化されたケアサー

度では共同利用者の「主体の特定」が厳格に求め

られており、誰が参画するか動的に変わる多職

種連携には不向きです。また、本人を「容易に知

り得る状態」に置く要件について、介護テクノロ

ジーベンダーがプライバシーポリシーを変更す

るだけでは足りず、委託元である各介護事業所

による確実な施設内掲示等に頼らざるを得ませ

ん。全事業所での確実な掲示を担保することは

実務上困難であり、一部で掲示漏れがあれば「一

方的な共同利用」と批判される法的リスクが残

るため、適法なデータ連携が阻害されています。 

 

②「公衆衛生の向上」等の例外規定における介護分

野の適用範囲の不明確さ 

：介護事業所から「委託」を受けてデータを保持す

る介護テクノロジーベンダーとして、この委託デー

タを用いて、高齢者の身体機能や生活機能等の悪

化・改善要因を分析する AI モデルの開発・研究を行

いたいと考えています。個情法には「公衆衛生の向

上」のために必要がある場合の同意不要の例外規定

がありますが、現行の Q&A 等で示される具体例は

医療機関や製薬企業に関するものが中心です。その

ため、当社のような介護テクノロジーベンダーによ

る AI 分析やエビデンス創出が「公衆衛生の向上」に

該当するかどうかが不明確であり、適法性の判断に

迷い、AI サービスの開発を躊躇せざるを得ない状況

です。 

明確化していただきたいです。 

 

② 「公衆衛生の向上」における介護分野の適用範囲の

明示 

：医療だけでなく、「介護事業所から『委託』を受けて

データを保持する介護テクノロジーベンダーによる高

齢者の身体機能や生活機能等の悪化・改善要因の分析や

AI モデル開発」等についても、「公衆衛生の向上」に該

当し例外規定に依拠できる旨を、ガイドラインや Q&A

等において具体例として明示していただきたいです。 

 

③提供元（介護施設）の公表・合意義務の免除または「黙

示の同意」による代替 

：データ提供先（「委託」を受けている介護テクノロジ

ーベンダー等の AI 開発事業者）に対して「特定の個人

との対応関係の排斥」や「目的外利用の禁止」等の厳格

な措置を課すことを条件に、提供元（委託元である介護

施設等）の公表義務や個別の書面合意を免除していただ

きたいです。または、「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の【通常

の業務で想定される利用目的】の中に「統計作成等」を

明記し、施設内掲示等による「黙示の同意」のみで提供

元の公表義務を代替できるよう解釈を明確化していた

だきたいです。 

 

③ 「委託」データの統計作成等への直接利用の特例化 

：介護事業所から「委託」に基づいて適法に取得・蓄積
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ビスを実装するプラットフォーム

の提供。 

 

③「統計作成等の特例」における提供元（介護施設）

の公表・合意義務の負担 

：現在検討されている、AI 開発を含めた「統計情報

等の作成」を目的とする場合の同意不要の特例にお

いて、データ「提供元（介護施設等）」に一定事項の

公表や書面合意が義務付けられる方向とされてい

ます。しかし、介護事業所から「委託」を受けてデ

ータを保持する介護テクノロジーベンダーが、有用

な AI 開発のためにデータ提供の協力を求めても、

人手不足に悩む中小の介護施設に施設内掲示や利

用者対応といった公表義務等の実務負担を強いる

ことは現実的ではなく、データ提供の協力を得るこ

とが極めて困難です。 

 

④「委託」により蓄積されたデータの AI 開発（統計

作成等）への転用制限 

：B 社のような介護テクノロジーベンダーが、プラ

ットフォーム上に「委託」に基づきお預かりしてい

る膨大な介護データを、複数事業所横断で AI 開発

（統計情報の作成等）に利用しようとする場合、現

行法上は「委託」の範囲外となります。そのため、

改めて委託元である介護施設を通じて利用者本人

から同意を取得し直す必要があり、日本の社会課題

解決に直結するはずのデータが実質的に死蔵され

ています。 

 

された個人データについて、提供先（介護テクノロジー

ベンダー）においてプライバシー侵害リスクを極小化す

る措置を講じることを前提に、改めての同意取得や提供

元の手続を要することなく、「統計情報」や「匿名加工

情報」の作成（AI 開発）に直接利用可能とする特例を設

けていただきたいです。 

 

⑥ 個情法と「倫理指針」の整合性確保と同時見直し 

：日本の介護テック等の AI 社会実装をスピード感を持

って進めるため、個情法の改正（統計作成等における同

意不要化）の施行とタイムラグが生じないよう、関係省

庁を横断して「倫理指針」の同時見直し（『委託』によ

り保持するデータを用いた、統計作成等や公衆衛生の向

上を目的とする AI 開発における同意・オプトアウト要

件の緩和・免除）を確実に行うよう調整していただきた

いです。 
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⑤ 「医学系研究に関する倫理指針」との二重規制：

介護事業所から「委託」を受けてデータを保持す

る介護テクノロジーベンダーが、介護テクノロ

ジーの導入効果検証や AI 開発を行う際、これが

「人を対象とする生命科学・医学系研究」に該当

する場合、個情法の改正で「統計作成等」が同意

不要となっても、別途「倫理指針」によるインフ

ォームド・コンセントやオプトアウトが求めら

れるため、二重規制によりエビデンス創出が遅

延してしまいます。 

3 G 情報

通信業 

新経済連盟の会員企業C社では以

下①～③のような事業の可能性を

検討しています。 

① AI を用いたチャットインター

フェースなどにより、ユーザ

ーの希望に応じて会社定款の

案などを提案し、会社設立等

の手続きを支援するサービ

ス。 

② AI を利用して、税務申告や会

計仕訳等に関する助言や、申

告書類作成・提出等の自動処

理を行うサービス。 

③ 社会保険に関する手続き書面

の作成や、雇用契約、就労規程

等の作成または助言等を、AI

を利用して行うサービス。 

① においては、弁護士法（第 72 条：いわゆる非弁

行為）、司法書士法（第 73 条）、行政書士法（第

19条）等に抵触する可能性がある認識です。 

② においては、税理士法（第 52 条等）に抵触する

恐れがある認識です。 

③ においては社会保険労務士法（第 27 条）に抵触

する恐れがある認識です。 

すでに、ChatGPT、Gemini、Claud などの汎用生成

AI サービスにおいては、専門的な内容であっても、

指示や質問をしたり、画面のキャプションやサービ

スからダウンロードしたデータをアップロードし

て助言を求めたりするなどの行為が極めて容易に

なっています。AI エージェントサービスにおいては

画面操作自体を自動処理することも起こりえます。 

こうした中、汎用生成 AI サービスの利用について

は利用者の自己責任であることが明らかである一

方、専門的なサービスを提供している事業者が生成

サービス提供者において、生成 AI を利用しており結果

に誤りが含まれうることやその内容の採否に対する責

任は利用者にあることを明示し、最終的な決定や手続き

等の実行を利用者自身で行うことが可能な実装をして

いる場合については、各業法には当たらないことをガイ

ドライン等で明示いただきたいです。 

その際、適切な表示の方法についても、士業各法との解

釈上の整理に加え、士業の各団体との調整を行っていた

だき、一定の合意を形成いただくことを期待します。な

お、ルールベースの処理においては士業による監修など

形も想定しうるところですが、生成 AI を用いたサービ

スにおいては、監修、審査、認定といった対応は技術的

に容易でないことを十分踏まえた上での合意形成が必

要です。 

すなわち、（少なくとも当面の間においては、）士業を AI

により代理するのではなく、利用者自身が可能な業務・

手続き等の範囲において、利用者を支援するサービス・
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AI 機能を提供した場合のみ士業各法との関係が問

われる状況は、利用者の利便性を損ない、また、競

争環境としても大いに課題があると考えます。 

機能として、利用者自身の責任においてそれらを利用す

ることは当然に認められること（現に汎用生成 AI サー

ビスを用いることは当然に容認されている）、そうした

サービス・機能を提供することも適切な表示の下におい

ては士業各法抵触しないことをまずは明示いただきた

いと考えます。 

4 G 情報

通信業 

新経済連盟の会員企業 D社では、

以下を検討中。 

企業の人事管理、タレントマネジ

メント等をサポートするシステ

ム、ツールにおいて、生成 AI を利

用して振り返りや業績評価、フィ

ードバックコメントの提案作成を

行うなど、人事労務業務の効率化・

高度化への AI 活用。（自社の運用

において実施する場合、SaaS 等と

して外部にサービス提供する場合

の両方を含む） 

汎用生成 AI サービスを部分的に用いる、または、サ

ービス等として海外製の汎用生成 AI サービスの

API などを用いて機能を実装することが想定される

ところ、仮に学習データから除外する設定などをし

ても、個人情報の第３者提供や越境データ移転など

に当たる恐れはないでしょうか。 

クラウド例外の範疇と整理できるのでしょうか。 

また、クラウドサービスとしてこうした機能・サー

ビスを提供する場合に、ユーザー企業の従業員情報

を追加学習に用いることなどについては、利用規約

のみで対応することは可能でしょうか。 

例えば、個別従業員への同意取得が現実的でない

BtoBtoEサービスにおいては、健康状態などの要配

慮個人情報を除外して学習に用いることなども想

定しうるところ、どのような実装をすれば十分な配

慮をしていると整理可能でしょうか。 

等々の課題について、必ずしも解釈や、実装におけ

る適法性確保の要件整理などが容易ではない状況

にあります。 

ディープラーニング協会において、法と技術の検討委員

会が設けられ、整理が行われてきた例があります。生成

AI の利用を促進するうえでは、デジタル庁等の技術・

実装を理解する官庁ないし AISI 等と規制当局が連携

し、政府自身が積極的に見解を示すべきと考えます。 

https://www.jdla.org/about/lawtechcommittee/ 

 

あるいは、デジタル庁が開発している政府用の生成 AI

「源内」などにおける実装例を GitHub等で公開するな

ど、個人情報保護法等の適法性に配慮した実装の参考例

を示すことはできないでしょうか。 

 

また、本論点に限らないですが、デジタル法制局等の機

能を拡張し、生成 AI を前提とした規制の在り方や、技

術実装に配慮した情報提供などについて、政府で対応す

ることはできないでしょうか。 

5 J 金 融

業、保険

新経済連盟の会員企業 F 社では以

下を検討中。 

金融商品取引法、保険業法等により、証券外務員や

保険募集人等の資格を持たない者が具体的な金融

AI により提供されている情報であることについて適切

な表示を行い、利用者自身の責任において生成 AI によ
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業 生成 AI を用いたチャットインタ

ーフェースにより具体的な金融商

品や保険等の購入・売却等を提案

するサービス。また、その購入・売

却等を AI エージェント等により

効率化、自動化するサービス。 

商品、保険商品等の提案を行うことは禁止されてい

ると認識しています（金融商品取引法 64条、保険業

法 275 条等）が、AI を用いてこうしたサービスを提

供することは、仮に各業法の必要な免許・登録等を

法人として取得したとしても、実施できないと理解

しています。 

他方、汎用生成 AI サービスに問いかければ具体的

な金融商品や保険商品等の提案をさせることもで

きてしまう実態があります。AI エージェント機能を

用いれば、汎用生成 AI サービスにより取引まで実

行することも技術的には不可能ではない現状があ

ります（EC サービスでの買い物を行う AI サービス

などは既に存在します）。 

汎用生成 AI サービスではできてしまっているもの

について、利用目的を絞った場合に違法性の懸念が

拭えないという状況は、利用者の利便性のみなら

ず、競争環境としても不合理な状況にあるといえま

す。 

るアドバイスを受け取り、利用者自身が意思決定を行っ

たうえで取引等を指示する場合においては、これらの業

法に違反しないことを明示いただきたいです。法令解釈

のみでは難しい場合、必要な法令の改正を行っていただ

きたいです。 

6 G 情報

通信業 

新経済連盟の会員企業G社では、

以下を検討中。 

AI 機能を有する SaaS 等を社内で

利用する（人事労務、経費処理、契

約締結・稟議申請作業等） 

 

個人情報保護法のうち「委託」に関する 27条 5 項 1

号において、学習利用や関連するデータ取扱いにつ

いては、実務上ある程度解釈・運用が固まりつつあ

る一方で、解釈論として異なる見方もあり得る状況

です。具体的には、SaaSベンダーが委託元から提供

された個人データを自社の分析技術の改善のため

に利用することができるか（委託の範囲内の行為と

言えるか）という論点において、実務上の解釈は、

個人情報保護委員会のQ&A7-39 に基づき、100%委

個人情報保護委員会等の行政機関が、現行法の枠内での

整理・Q&A 等を通じて、公式見解をより明確にするこ

とで安心して利用できる形を提示することを要望しま

す。 
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託元のメリットだけでなく、副次的に委託先（さら

には他の委託元）にとってもメリットがある場合に

おいても利用できる、という解釈があります。一方、

SaaS ベンダーにおいて入力された個人データが学

習されることをもって、個人情報保護法違反である

とみなす見方もあり、AI 機能を有する SaaS ベンダ

ーには個人情報を含むデータを入れるべきではな

いという考えもあります。結果として、ユーザー事

業者や SaaS ベンダーが不確実性を踏まえてリスク

を取りつつスタンスを決めざるを得ず、AI 利活用の

意思決定を萎縮させる要因になっています。 

 

7 J 金 融

業、保険

業 

新経済連盟の会員企業 H社では、

以下のサービスを検討中。 

貸金業、暗号資産交換業等の金融

分野のサービスで AI チャットボ

ットによるコミュニケーション、

広告・勧誘、サービスの提案等を

行い、業務を効率化・自動化する

こと。 

金融サービスにおける AI 活用は、現状では顧客情

報の管理等の内部利用が主な対象となっており、AI

チャットボットによる対顧客コミュニケーション、

広告・勧誘、サービス提案等の外部利用は限定的な

範囲にとどまっていると理解しています。 

その背景として、生成 AI のハルシネーション等の

リスクを踏まえると、現行の各種金融規制（広告・

勧誘等）の下では、基本的に顧客向けの発信は人の

確認を経る必要があり、お客様向けサービス内にお

いて AI の活用を本格的に進めることが難しい状況

にあります。 

AI のリスクに適切に対応しつつ金融サービスにおける

AI 活用を促進する観点から、生成 AI を用いた広告・勧

誘その他の顧客コミュニケーションを、より利便性高く

展開できるよう、制度を整備いただきたいです。 

例えば、AI による広告・勧誘を行う場合はその旨明示

することで許容することのほか、事後的なモニタリング

の実施や、最終的な契約の段階では人が対応することを

前提に、一定の範囲で AI による広告・勧誘に該当し得

る挙動を許容するなどの対応が考えられます。 

 

8 G 情報

通信業 

新経済連盟の会員企業 I 社では、

すでに以下のうち一部機能は提供

されていますがさらなるアップデ

ートを検討中です。 

例外的な一部大手企業を除き、国内の事業者、とり

わけ中小事業者、専門家へのアクセスが限定される

地域に立地する事業者にとって、法・税・人事労務

等の高度専門職領域へのアクセスは、専門人材の不

短期的には、法務省ガイドライン等の撤回、または改訂

をすべきと考えます。生成 AI を含む技術に進展に適応

した規制の適用の考え方を新たに示す必要があります。 

中期的には、例えば産業競争力強化法による弁護士法72
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①生成 AI を活用した契約書業務

の生産性向上（自動レビュー・リ

スク検出・修正案提示・データ管

理）サービスを開発・提供したい

です。具体的には、AI が契約書の

条項をリアルタイムで分析し、法

的リスクの高い条項や欠落してい

る必要条項を自動的に検出して利

用者に通知するとともに、リスク

軽減のための修正案を提示すると

いったようなサービスです。これ

により、企業法務担当者や組織内

弁護士の業務効率を飛躍的に向上

させ、中小企業を含むすべての企

業が質の高い法務サービスにアク

セスできるようになることを目指

しています。 

②生成 AI を活用した法的問題の

整理、調査の一次対応支援サービ

スも検討しています。利用者（個

人および企業）がチャット形式で

法的な疑問を入力すると、AI が関

連する法令・判例・専門書籍等の

情報を参照して一般的な法的論点

の整理や情報提供を行い、必要に

応じて弁護士への相談もサポート

するものです。弁護士と一般市民

足等、需給マッチングの難易度の高さ、地理的条件・

時間的制約から、コストやリソースの面で高いハー

ドルがあります。 

また、例えば弁護士といった法律の専門士業側にお

いても、定型的な書類作成や大量の文献を参照する

リサーチ業務に忙殺され、また法令の改正頻度や技

術進化の早さからそのキャッチアップにコストが

かかる等の理由により、高付加価値業務に注力でき

ないという課題があります。 

 

左記①②により、専門家の業務時間を最大 90%削減

（I 社による試算）し、生産性を劇的に向上させるこ

とができます。同時に、ユーザーに対しては、安価

かつ即時性のある専門的支援ツールを提供するこ

とで、司法アクセスの拡大、企業のバックオフィス

業務の DX 加速、雇用拡大等を実現し、国民生活全

体の質の向上を達成することができます。 

 

根拠法令： 

弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 72条 

「AI 等を用いた契約書等関連業務支援サービスの

提供と弁護士法第 72 条との関係について」（令和 5

年 8月） 

「労務関係のQA作成サービス」に関する確認の求

めに対する法務省回答（令和 7 年 8月 4日）ほか 

 

弁護士法第 72 条は、弁護士又は弁護士法人でない

条の規制の特例制度の創設が想定されます。 

長期的には、ソフトウェアの提供は弁護士法 72 条で禁

止される行為（いわゆる非弁行為）を構成しないとする

立法による恒久的解決が望ましいと考えます。 
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の間の「司法アクセスギャップ」

を解消し、国民の法的リテラシー

向上に寄与する付加価値を得るこ

とを目的としています。 

 

 

者が、報酬を得る目的で。法律事件に関して、法律

事務を取り扱うこと等を禁止しています（いわゆる

「非弁行為」の禁止）。 

 

同条は、昭和 24 年の現弁護士法制定とともに設け

られましたが、その源流は昭和 8年の法律事務取扱

ノ取締ニ関スル法律にあり、その趣旨は、「非弁護士

の取り締まりを主眼とするものでありまして、非弁

護士が他人間の訴訟事件に関し、又は他人間の非訟

事件の紛議に関しまして、代理、仲裁、和解等を為

しまして、却って他人間の紛争を助長せしむるよう

な弊を取締らんとするに在る」と説明されていま

す。 

そのため、同条をもとに、AI を利用したソフトウェ

アを提供する行為を評価することは想定されてお

らず、解釈に限界があります。 

 

また、従来の解釈、ガイドライン・回答の延長では、

現に国内ソフトウェア事業者の萎縮が生じており、

国内のリーガルテック事業者によるイノベーショ

ンを阻害し、さらにリーガルテックの国際競争力も

押し下げる懸念もあります。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

１．総論 

●本プリンシプル・コード案には、「人工知能関連技術

の研究開発及び活用の推進に関する法律」（令和７年法

律第 53号）の趣旨を踏まえつつ、という記載があるが、

同法のどの条文に基づくものなのか法的な位置づけを
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称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。今後とりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

（１） 基本的な考え方（目的） 

 

明確にすべき。 

●EU AI Actの取組やコーポレートガバナンス分野にお

けるスチュアードシップコード等の取組に言及されて

いるが、上場会社の多くは、投資家やユーザーをはじめ

とするステークホルダーに対し、コーポレートガバナン

ス報告書や有価証券報告書等を通じて、透明性の高い情

報開示を継続的に実践している。仮に本プリンシプル・

コードに基づく開示を実施する場合においても、例え

ば、独自の報告形式を新設するのではなく、これら既存

の開示枠組みへの記載をもって代替可能とすることを

要望する。情報発信媒体の集約化をすることで、事業者

の事務負担を軽減するだけでなく、情報の視認性や比較

可能性を高め、権利者、サービスのユーザーや投資家に

とってもより生成 AI に関する情報にアクセス容易な環

境及び有益な情報提供を行うことができ得る選択肢も

あると考える。 

●１頁「１．（１）基本的な考え方」及び２頁「１．（３）

この文書が採用する手法」において、本プリンシプル・

コード案に「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手

法を導入する旨の記載があるが、各原則を実施しない理

由（エクスプレイン）の具体的内容や基準が不透明であ

る。コンプライの事例及びエクスプレインの事例につい

て、それぞれ好事例集を整理し、政府当局として開示す

ることを検討されたい。なお、特に、取引先との守秘義

務や競争力の源泉である営業秘密を保持する必要があ

る場合、詳細な開示は困難となるケースもあることか

ら、その点に配慮し、好事例集を開示すべきと考える。 
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●現在、資本市場では AI ガバナンスへの要請が急速に

具体化しており、米グラス・ルイス社の『Proxy Paper 

Guidelines』での言及に見られるように、これが評価基

準の一部に組み込まれつつある。このような状況下で

は、本プリンシプル・コードが法的拘束力を持たない指

針であっても、実態として「非対応＝不誠実」という評

価を招き、企業のレピュテーションに多大な影響を及ぼ

す（事実上の強制力を持つ）懸念がある。こうした懸念

を払拭するため、守秘義務等の正当な理由で「エクスプ

レイン」を選択した企業に対し、不当な社会的評価が生

じないような配慮や周知を行う予定はあるのか。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。近くとりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

１．総論 

（２）この文書の適用を受ける対象 

●本プリンシプル・コード案における「生成 AI 提供者」

の定義は非常に広範である。また、生成 AI 開発者と、

API 等を通じて他社である生成 AI 開発者が開発したモ

デルを利用する生成 AI 提供者を一律に扱うことは、実

効性を欠くだけでなく事業者の予見可能性を損なうお

それがある。特に、他社モデルを利用してサービス提供

を行う生成 AI 提供者は、モデル開発者が非開示として

いる学習データの詳細や内部構造を物理的に把握する

ことが不可能である。自社で制御・把握不可能な事項に

ついてまで一律の開示・説明義務を負わされることは、

事業者にとって過度な実務負担となるだけでなく、把握

不能を理由とした不当な社会的評価を受けるリスクを

生じさせる。 

●本プリンシプル・コード案では、「生成ＡＩ開発者」

及び「生成ＡＩ提供者」（以下これらを総称して「生成

ＡＩ事業者」という。）に適用されるものとするとある
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が、対象となる生成 AI システムに特段の限定がないた

め、チャットボットや推論・提案型 AI も「生成 AI」に

含まれるのか不明確であり、現状では全ての生成 AI シ

ステムを組み込んだサービスが対象になりかねない。ま

た、不正取引検知やコンテンツ・モデレーション等での

生成 AI 利用も対象となれば、情報開示を行うこと自体

にシステムハックやセキュリティ上の懸念が生じる。 

●EU AI Act が、学習データに関する一般向けの透明性

確保や著作権対応の直接的な義務対象を原則として「汎

用 AI モデル（GPAI）のプロバイダー」に限定している

のに対し、本文書は、「生成 AI 提供者」までも対象とし

ており、適用を受ける対象範囲が著しく広範である。「生

成 AI 提供者」は、基盤モデルの学習データセットや詳

細なアーキテクチャ等を関知し得ない立場にある。それ

にもかかわらず、開発者と同等の説明責任や個別の照会

対応（原則２等）を求めることは、事業者に対し過度な

負担を強いるものである。したがって、「生成 AI 提供

者」については、学習データやモデルの構造に関する透

明性確保・権利侵害対応の対象から除外すべきである。 

●本プリンシプル・コードの策定の趣旨が、日本のコン

テンツの産業や個人クリエイターの知的財産権等の保

護にあるのであれば、「利用者が権利侵害リスクのある

コンテンツ生成を行うことができる生成 AI システム」

にその範囲を限定すべき。また、そのような生成ＡＩシ

ステムに範囲を限定した上で、ＡＩ提供企業の主要なサ

ービスのみを開示の対象とするなど、対象範囲を限定す

べきであると考える。 
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●広告キャンペーン等の期間限定サービス（例：ユーザ

ーが自分の顔写真をアップして AI 画像を生成する特設

サイトを公開する、など）が「生成 AI 提供者」に該当

するか、定義の明確化を求める。基盤モデル開発者とサ

ービス実装者の開示義務を切り分け、短期間の提供者に

継続的な公表や年 1 回の見直しを強いる過大な負担は

避けるべき。特にログ保存は、キャンペーン終了後のデ

ータ保持リスクを考慮し、柔軟な運用を要望する。 

●また、企画書検索など社内データを用いた業務効率化

ツール（RAG等）が「生成 AI 提供者」の対象外とされ

ている点を強く支持する。公衆向けではない社内・グル

ープ内限定のシステムについては、公表義務等の対象外

であることを確定版でも明記すべき。過度な事務負担で

企業の DX を阻害しないことを要望する。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。近くとりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

１．総論 

（4）この文書の受入れ状況の可視化 

●本プリンシプル・コード案では毎年の更新公表が期待

されているが、公表すべき情報の粒度が過度に詳細であ

る場合、以下のような重大な経営リスクが生じる懸念が

ある。 

１．機密保持及び競争力の維持上のリスク： 

具体的な侵害対策やアルゴリズム、内部の意思決定プロ

セスが詳細に公表されることで、改善ポイントや開発サ

イクルが競合他社に推測され、技術的な優位性が損なわ

れるおそれがある。 

２．セキュリティ上のリスク： 

侵害対策の詳細な開示は、悪意のある第三者に対策を回

避するヒントを与えることになりかねず、安全な利用環

境の確保という本プリンシプル・コードの目的に逆行す
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る可能性がある。 

したがって、情報の公表にあたっては、形式的な詳細さ

を求めるのではなく、「基本的な考え方」で要望したと

おり、既存のコーポレートガバナンス報告書や有価証券

報告書による代替可能性を認めるなど、柔軟な運用を担

保すべき。 

 

●また、「開示内容の審査は行わない」とされている点

（3頁上から５‐６行目）に関連し、公表する情報の具

体的な粒度については、事業者が経営リスク（競争力や

セキュリティ）を考慮して行う「合理的な判断」が最大

限に尊重され、それに異議を唱えないという趣旨と理

解。実務上の過度な負担を抑えつつ持続可能な透明性を

確保するため、事業者の主体的な判断に委ねる運用であ

ることを改めて確認したい。また、そのプロセスや、公

表方法が適切なものとなるように、デジタル庁などと連

携をいただき、届出や更新手続きにあたっては e-Govや

G ビズポータル、公表に当たっては G ビズインフォと

の連携を図ること等を期待する。 

●現在コード案に記載されている届出・公表等の運用

は、企業だけでなく内閣府知財戦略推進事務局における

運用・管理等にもコストがかかるものであると想定され

るため、広島 AI プロセス（HAIP）等の国際的な枠組み

に委ねるべきであると考える。また、原則１における開

示情報を常に最新の状態に保つことは、変化の激しいAI

技術開発の状況を鑑みると現実的ではなく、日本国内で

サービス展開する事業者のみにそのような負担を課す
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ことは、国際的なイコールフッティングの観点でも不適

切な規制となりえる。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。近くとりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

２．この文書が示す原則及び例外 

【原則１】 

●生成 AI 提供者の多くは、生成 AI 開発者が構築した

モデルを外部から利用する形態をとっており、生成 AI

開発者が非開示としている学習データの詳細等を把握

することは物理的に不可能。生成 AI 開発者の開示事項

をそのまま重複して開示することは実務的な意義が乏

しく、また、生成 AI 開発者が開示していない事項を生

成 AI 提供者に求めることは予見可能性を著しく損な

う。したがって、生成 AI 提供者においては、生成 AI 開

発者の情報提供に基づく開示を原則とした上で、自社に

おける「モデル選定の方針」や「ガバナンス体制」など、

生成 AI 提供者として管理・制御可能な範囲に開示項目

を限定すること、及び生成 AI 提供者においては、生成

AI 開発者の開示内容を参照し開示を行うことを許容す

ることにつき、本プリンシプル・コード内で明示された

い。 

●特に AI 提供者についてみた場合、開発されたモデル

を自社サービスに組み込む「生成 AI 提供者」に対し、

開発者レベルの詳細な情報（データの収集期間やクロー

ラの識別子等）の開示を求めるのは過剰。１つのサービ

スに複数の AI 機能を搭載する場合、すべての機能に対

してこれら多岐にわたる項目の見直し・更新を毎年行う

ことは、開発スピードを著しく停滞させ、イノベーショ

ンを阻害する「制度的障壁」となる。 

●開示対象は知的財産の保護・透明性の目的に直接関係

する事項に限定し、営業秘密、セキュリティ上の懸念、
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契約上の守秘義務、個人情報保護等に抵触し得る情報に

ついては、非開示を明確に許容すべきである。法務・税

務・人事等の高度専門職領域を扱う AI サービスでは、

顧客の機密性が高い情報（訴訟戦略、契約交渉方針、証

拠関係、納税額、採用選考情報、その他個人情報等）が

入力・出力に含まれ得ることに加え、サービスの安全性

確保のため、攻撃面を増大させ得る情報（システム構成

や運用の詳細、過度に踏み込んだ内部仕様等）は厳格に

管理する必要がある。加えて、RAG（検索拡張生成）技

術等を用い、利用者が保有する極めて機密性の高い内部

文書（契約書、未公開特許、人事データ等）を回答生成

の根拠とすることが一般的である。原則 1 の開示対象

が、こうした「利用者固有の参照データ」や「プロンプ

トエンジニアリングのノウハウ」にまで及ぶと解釈され

る余地が残ると、営業秘密の毀損やセキュリティリスク

の増大を招き、結果としてサービス提供の萎縮（機能制

限、提供回避、国内提供停止等）につながりかねない。

このような領域において「すべての者が閲覧可能」な形

で広範な事項の公表を求める設計は過剰な実質的規制

であり、利活用促進という政策目的の観点からも、公開

前提の整理と、目的適合的な範囲への限定が必要であ

る。 

 

（１）透明性確保のための措置、について 

●本案で求められているアーキテクチャやトレーニン

グプロセスの詳細な開示は 、情報の粒度が細かすぎる

懸念がある。これらを開示したとしても、その技術的内
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容を正確に理解できる利用者は極めて限定的であり 、

実効性に疑問が残る。また、知的財産権侵害を防止する

フィルタリング等の技術的措置を講ずることとされて

いるが 、生成 AI の性質上、全ての侵害を完全に防ぐこ

とは技術的に極めて困難。事業者に対し、一律に実効性

が不明確な措置を求めることは、開発現場の実情に即し

ておらず現実的ではない。形式的な情報開示や、実現困

難な技術的義務を課すのではなく、より本質的で実効性

のある開示基準への整理を検討すべき。 

●「ア 使用モデル関係」について、SaaS 事業の現場に

おいては、顧客への価値提供を最適化するため、一つの

サービス内で複数の生成 AI モデルを組み合わせたり

（マルチモデル）、機能改善のために短期間でモデルを

入れ替えたりすることが一般的。本プリンシプル・コー

ド案において示された「すべてのモデル」の概要開示を

一律に求めることは、以下の観点から実務上の合理的範

囲を超え、事業活動に支障をきたす懸念があることか

ら、使用モデルの内容や数などを限定するなど、開示内

容を限定していただきたい。また、現時点で想定してい

る、使用モデルに関する開示内容の粒度、範囲又は内容

（例：使用しているモデルのすべてか／サービスごとか

／利用数の上位のみか等）を明らかにすべき。 

●「イ 学習データ関係」に掲げられた特定の技術情報

は、各事業者が多大な投資と試行錯誤を通じて構築し

た、競争優位性の根幹に関わる機密情報である。これら

をサービス単位で開示させることは、以下のリスクを招

く懸念があるため、開示項目からの削除、あるいは開示
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を必須としない運用の徹底を求める。 

１．技術的優位性の流出と模倣の誘発： 

独自のアーキテクチャ、トレーニングプロセス及びプロ

ンプトエンジニアリング等のノウハウは、事業者の技術

的な独自性を担保するものである。これらが開示対象に

含まれる場合、他社による容易な模倣を許し、わが国の

AI 産業における健全な競争や国際競争力の低下を招く

おそれがある。こうした情報をあえて開示対象に含める

ことは、わが国の AI 産業の競争力強化という目的に照

らして矛盾する。 

２．セキュリティ及び安全上のリスク： 

特に「クローラの識別子」や「アーキテクチャの詳細」

の開示は、システムの脆弱性を探る攻撃や不当なアクセ

ス、あるいは防御策の回避を試みる第三者に端緒を与え

ることになりかねない。安全な AI 利用環境の確保とい

う本プリンシプル・コードの目的に照らせば、これらセ

キュリティに直結する情報は非開示、あるいは削除され

るべき。 

３．技術革新への制約： 

独自のデータ収集手法やクローリングの改善は技術進

展に伴い動的に行われるところ、詳細なプロセスの公表

は、迅速な技術革新を阻害する要因となる。開発現場に

過度な事務的制約を課し、開発スピードを低下させる懸

念に対し、どのような対策や配慮を検討されているのか

を明らかにすべき。 

●利用者にとって有益な透明性とは、機密性の高い技術

詳細の開示ではなく、「生成 AI モデルやそれを活用した
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サービスが適切に管理・運用されているか」という AI

ガバナンスの透明性にあると考える。したがって、技術

仕様の詳細公表を求めるのではなく、意思決定プロセス

やモニタリング体制といった運用面の開示に重点を置

いた制度設計を要望する。 

●「アーキテクチャ・設計仕様」「モデルのトレーニン

グプロセスの内容」「クローラの識別子」については、

削除すべきではないか。これらは生成 AI 提供者にとっ

て他社との競争優位性を保つ上で非常に重要なコア技

術であり、サービス単位で開示することは、他社による

模倣を容易にし、適正な競争を害するおそれがある。 

●「ウ アカウンタビリティ関係」について、AI ガバナ

ンスを含む内部統制システムの適切な運用・維持は重要

だが、既存の承認プロセスを超えた新たな AI 専用の文

書化は、経営資源を圧迫し、開発スピードを著しく阻害

するおそれがある。上場企業においては、事業報告や内

部統制報告書等を通じて、権利者・ユーザー・投資家と

いった各ステークホルダーに対し、既に透明性のある適

切なガバナンス情報の開示を行っている。こうした既存

の開示の枠組みによってステークホルダーへの説明責

任は十分に果たし得るため、新たな文書化を課さずと

も、これらの手段による代替可能性を認めていただくこ

とで実務上も特段の問題は生じないと考えられる。した

がって、ISMS や上場企業としての既存の内部統制プロ

セス等との整合性を図り、追加的な実務負担を最小限に

抑えるべき。既存の法令上の要請に従った範囲に留める

ような制度設計を考えるべき。 
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●「ア 使用モデル」について、SaaS 事業の現場におい

ては、顧客への価値提供を最適化するため、一つのサー

ビス内で複数の生成 AI モデルを組み合わせたり（マル

チモデル）、機能改善のために短期間でモデルを入れ替

えたりすることが一般的である。本プリンシプル・コー

ド案において示された「すべてのモデル」の概要開示を

一律に求めることは、以下の観点から実務上の合理的範

囲を超え、事業活動に支障をきたす懸念があることか

ら、使用モデルの内容や数などを限定するなど、開示内

容を限定すべき。また、現時点で想定している、使用モ

デルに関する開示内容の粒度、範囲又は内容（例：使用

しているモデルのすべてか／サービスごとか／利用数

の上位のみか等）を明らかにすべき。 

１．競争優位性（営業秘密）の保護： 

どの機能をどのモデルのどのバージョンで実装し、どう

組み合わせているかという「構成（アンサンブル）」自

体が、事業者の重要な差別化要因となる。たとえ概要で

あっても、全モデルの開示を求めることは、競争上の機

微な情報の流出を招き、公正な競争環境を阻害するおそ

れがある。 

２．実務負担の増大と情報の形骸化： 

開発初期の試行的なモデルや、補助的な一部機能にのみ

利用される特定モデルまで網羅的に確認・公表・更新し

続けることは、多大な事務的コストを伴う。これはスピ

ードが求められる AI 開発サイクルを停滞させ、結果と

して「開示のための開示」という形骸化を招くリスクが

ある。 



一般社団法人 新経済連盟 

３．利用者視点での最適化： 

利用者にとって実益があるのは、サービス全体のガバナ

ンス体制や、主要な機能がどのように管理されているか

という情報。したがって、開示対象については「利用数

や事業への寄与度が一定以上の主要モデル」に限定する

等の、リスクベース・アプローチに基づく具体的なガイ

ドラインを示すべき。 

以上より、使用モデルの内容や数などを限定することを

求めるとともに、個別のマイナーモデル詳細を逐一開示

するのではなく、例えば、主要モデルに絞った適切な開

示と、サービス全体の「モニタリング体制や AI 倫理へ

の対応状況」といったガバナンス体制の開示をもって、

透明性を確保する手法を認めるべきと考えており、この

ような制度設計を追求すべき。 

 

（２）知的財産権保護のための措置 

●実務及び海外での先行事例の観点から、以下の２点を

要望する。 

１．技術的な対応状況の公表範囲の適正化：EU AI Act

等の海外の事例においても、著作権保護に関するポリシ

ー策定や学習データの要約公開は求められているもの

の、個別の技術的な措置に関する詳細な「対応状況」の

一般公表までは義務付けられていない（これらは主に規

制当局向けの技術文書等の枠組みで扱われるか、事業者

の自律的な運用に委ねられている）。 

これに対し、本コード案が、事業者が提供する全てのサ

ービスについて、個別に詳細な著作権保護に関する対応
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状況を確認し、広く一般に公表することを求めること

は、過大な事務負担を招き、事業成長を阻害する懸念が

ある。ひいては、わが国の AI 産業の発展を阻害する可

能性もあるものと考える。 

したがって、公表範囲については、先行する海外の事例

と同様に「著作権保護に関する基本ポリシー」及び「ポ

リシーの定期的な見直し状況」や「窓口の設置」等の基

本事項に留め、技術的な詳細の公表については慎重であ

るべきではないか。なお、EU AI Act 第 53 条に基づく

「Code of Practice」においても、著作権法遵守の体制構

築（Measure 1.1 等）は求められているが、その技術的

な詳細仕様についてまでの対外的な公表は必須とされ

ていない。わが国の制度設計においても、こうした海外

の動きと足並みをそろえ、実務上の配慮をすべきであ

る。 

２．ガバナンス体制に基づく自律的な運用の尊重： 

ポリシーの遵守状況の確認手法やモニタリングの結果

は、各事業者の内部管理手法そのものであり、競争上の

機微な情報に該当する。これらを詳細に外部公表するこ

とは、かえって事業者の管理体制の脆弱性を露呈させる

等のセキュリティリスクに繋がる懸念がある。本プリン

シパルコードにおいて、透明性の確保は「管理体制の有

無」や「基本方針」の公表をもって足るとし、具体的な

運用の詳細は各事業者の自律的なガバナンスに委ねる

という理解で相違ないか。実効性のあるガバナンスを維

持するためにも、事業者の自律性を尊重する運用の徹底

を要望する。 
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●そもそも robots.txt は、サーバー負荷の分散等を目的

とした技術的なプロトコル（通信上の作法）であり、著

作権保護を目的としたものではない。これを著作権保護

の主要手段として絶対視することは、技術の本来の用途

を超えた制約に繋がる懸念がある。機械可読な指示を一

律の制限とせず、その設定目的（負荷分散等）に応じた

柔軟な取り扱いを認めるべき。 

●ユーザーが自らの意思で同意し、利便性向上のために

望むデータ連携（家計簿サービス等）までもが、画一的

なクローラ規制によって阻害されることは避けるべき。

機械可読な指示の遵守と、ユーザーの明示的な意向に基

づく適正なデータ活用を、どのように両立・調和させて

いくべきと議論されているのか。また、ログの記録・保

存についても、事業者に過度な負担とならぬよう、経済

的に合理的な範囲に限定されることを要望する。 

 

（細則） 

●2 点目に「概要開示対象事項の具体例を参照された

い」との記載があるが、実務上の観点からみると、情報

の粒度が細かくなるほど、毎年の更新作業における社内

確認コストや実務負担が大幅に増大するため、変化の激

しい AI 分野において、過度な開示・更新を課すことは、

かえって情報の形式化や開発サイクルの停滞を招くお

それがある。また、政府当局が参考様式やひな型を提示

する場合、それが事実上の「最低基準」として機能し、

本来「概要」で足りるはずの項目についてまで詳細な開

示を事実上強制するリスク（レピュテーションリスクを



一般社団法人 新経済連盟 

含む。）がある。あくまで「コンプライ・オア・エクス

プレイン」の趣旨に則り、各事業者が自社のリスクや機

密保持の必要性に応じて、開示の粒度を合理的に判断で

きる柔軟な運用を担保すべき。具体的には、一律に詳細

な開示を求めるような「ひな形」の提示ではなく、秘匿

すべき情報（営業秘密等）に配慮した上での「好事例」

を例示するなど、事業者が納得感を持って開示内容を選

択できるような指針の策定を要望する。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。近くとりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

２．この文書が示す原則及び例外 

【原則 2】 

●原則２や３に基づく個別の開示請求への対応は、対応

体制の構築を含め、事業者に膨大な工数を強いることと

なるが、特にリソースが限られたスタートアップにとっ

て、スピード感を持った開発は生命線である。開示対応

に伴う負担増は、本来集中すべき技術革新を阻害し、競

争力を削ぐ大きなリスクとなることから、事業規模やリ

ソースを考慮し、スタートアップに対しては、開示義務

の段階的な適用や、簡便な対応プロセスの策定など、開

発スピードを損なわない具体的な配慮を強く求める。 

●「開示要求者」に関する新たな情報提供スキームを新

設するのではなく、権利者救済や証拠収集に関しては、

原則として既存の法的手続（裁判所の関与の下での手続

等）に委ねる方向で整理すべきと考える。少なくとも、

回答を要請し得る場面に関しては法令に基づく正式な

手続きがある場合等に限定するなど、濫用抑止と事業者

負担の適正化を明確にすべき。具体的には、開示請求へ

の回答義務（または努力義務）の例外として、「法令上

の守秘義務（弁護士法、公認会計士法等）を負う専門職

が利用・提供する場合」や「契約上の秘密保持義務に抵
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触する場合」を明記し、既存の保護法益を侵害しないこ

と等を担保すべき。特にリーガルテック分野は、利用者

が紛争当事者や代理人である場合も多く、開示請求対応

が常態化した場合の運用コストが極めて大きい。また、

照会に用いられる生成物・プロンプト等には、当事者の

機微情報や法的戦略が含まれることがあり、照会対応そ

のものが新たな漏えい・紛争リスクになり得る。法務領

域においても、弁護士法第 23 条等に基づく高度な守秘

義務が課された情報も含まれる可能性があり、本コード

に基づく任意の開示請求に応じることが、これら法令上

の義務と衝突し、弁護士等の利用者がコンプライアンス

ジレンマに陥る懸念がある。さらに、本案が想定する情

報提供が、訴訟準備段階での情報収集として機能する

と、既存の裁判手続上の情報収集制度との二重化・迂回

を招き、当事者間の衡平や濫用抑止の観点でも問題が生

じ得る。結果として、国内での提供回避や新規参入の抑

制につながり、利活用促進という政策目的に反するおそ

れがある。 

●「開示要求可能事項」について、民事訴訟法には、当

事者照会（163 条）や文書提出命令（221 条等）といっ

た、裁判所の関与と厳格な規律の下での証拠収集手続が

確立されている。ソフトローである本プリンシプル・コ

ードにおいて、紛争当事者の一方が相手方に不利益な資

料又は情報（「【開示要求可能事項】」における「自らが

照会を行うＵＲＬ等の情報」）を直接提出させる仕組み

を設けることは、これら司法上の適正手続を実質的に回

避・代替させることになりかねない。したがって、原則
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２に基づく開示範囲は、「原則２開示要求者」が司法手

続において対象文書を特定するために必要最小限の情

報に留め、資料又は情報そのものの開示は裁判所が判断

する司法手続に委ねるべき。また、本件について、原則

２の趣旨を明らかにし、開示対象に資料や文書そのもの

の開示は含まれない旨を明確化すべき。 

●「開示の求めが満たすべき事項」に関し、クローリン

グ対象のURLやデータセットの詳細は、どのウェブサ

イトからどのようなデータを収集・加工したかという、

事業者の重要なコア技術やノウハウそのものであり、事

業者の正当な利益として保護されるべきもの。これらが

明らかになることは、事業者の技術的優位性を根底から

損ない、ひいては、事業者間の健全な競争が働かなくな

るおそれがある。 

●「開示の求めに係る回答の利用目的が明示されてお

り、かつ、原則２開示要求者が当該目的以外の目的で利

用しない旨を誓約していること」として、目的外での利

用について誓約していることが条件となっているが、司

法上の要請であれば一定の権利や利益を保護する手続・

罰則などもあるところ、ソフトローに従って誓約書を回

収したのみでは、目的外利用がなされた場合に損害の補

填を行うことができない可能性がある。また、提出され

た文書に「営業秘密」が含まれる場合は、裁判所への申

立てにより「秘密保持命令（民事訴訟法 133 条）」を求

めることができる司法手続と比較し、秘密を保持する実

効性にも欠けるものと考える。したがって、一度の流出

が不可逆的な損害に繋がりかねない技術的ノウハウ等
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については、事業者の正当な利益を保護する観点から、

回答拒否が認められることを明文化すべき。 

●「【開示要求可能事項】」及び「（細則）」の 6点目にお

いて体制整備への言及があるが、生成 AI 提供者におい

て、既存の生成 AI 開発者が開発している生成 AI モデ

ルを提供している場合については、生成 AI 開発者が開

示しているような事項を生成 AI 提供者が開示すること

は、重複した開示になると考える。また、生成 AI 開発

者が開示していない事項を生成 AI 提供者が開示するこ

とについても矛盾があると考えられる。生成 AI 提供者

と生成 AI 開発者では、開示すべき項目の範囲や体制整

備に求められるレベルを明確に分けるべき。 

 

（細則） 

●１点目について、生成 AI 事業者が原則２開示要求者

を「該当する者であることを示す理由」の提示を求める

旨が記載されているが、この判断基準が曖昧な場合、十

分な法的根拠を欠いた「情報収集目的」の探索的な請求

（フィッシング・エクスペディション）を許容するリス

クがある。 

●企業の知的財産やノウハウを不当な流出から守る観

点から、「該当する者であることを示す理由」の正当性

は生成 AI 事業者の裁量によって判断できるものであ

り、客観的な疎明（弁護士による受任通知や具体的準備

状況を示す書面等）がない場合には当該事業者の判断で

回答を拒否できるという理解である。この理解に齟齬が

あるようであれば理由を提示して頂きたい。 
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新経済連盟は 2026 年 1月 26 日、

「生成ＡＩの適切な利活用等に向

けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮

称）（案）」に関する会員企業の意

見をとりまとめ、内閣府 知的財産

戦略推進事務局宛てに提出しまし

た。近くとりまとめがなされるも

のとみていますが、以下、各項目

に沿って、こちらにもコード案に

対する懸念を共有したいと思いま

す。 

内閣府 知的財産戦略推進事務局「生成ＡＩの適切

な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に

関する プリンシプル・コード（仮称）（案）」のうち、

２．この文書が示す原則及び例外 

【原則 3】 

【原則３】 

●原則２や３に基づく個別の開示請求への対応は、対応

体制の構築を含め、事業者に膨大な工数を強いることに

なるが、特にリソースが限られたスタートアップにとっ

て、スピード感を持った開発は生命線である。開示対応

に伴う負担増は、本来集中すべき技術革新を阻害し、競

争力を削ぐ大きなリスクとなることから、事業規模やリ

ソースを考慮し、スタートアップに対しては開示義務の

段階的な適用や、簡便な対応プロセスの策定など、開発

スピードを損なわない具体的な配慮を強く求める。（再

掲） 

●「開示要求可能事項」について、民事訴訟法では、当

事者照会（163 条）や文書提出命令（221 条等）といっ

た裁判所の関与と厳格な規律の下での証拠収集手続が

確立されている。ソフトローである本プリンシプル・コ

ードにおいて、紛争当事者の一方が相手方に不利益な資

料又は情報（「コンテンツ（中略）が掲載されたＵＲＬ

等の情報」）を直接提出させる仕組みを設けることは、

これら司法上の適正手続を実質的に回避・代替させるこ

とになりかねない。したがって、原則３に基づく開示範

囲は「原則３開示要求者」が司法手続において対象文書

を特定するために必要最小限の情報に留め、資料や文書

そのものの開示は裁判所が判断する司法手続に委ねる

べき。また、本件について、原則３の趣旨を明らかにし、

開示対象に資料や文書そのものの開示は含まれない旨

を明確化すべき。 

●「開示の求めが満たすべき事項」について、クローリ
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ング対象のURL やデータセットの詳細は、どのウェブ

サイトからどのようなデータを収集・加工したかとい

う、事業者の重要なコア技術やノウハウそのものであ

り、これらが明らかになることは、事業者の技術的優位

性を根底から損ない、ひいては、事業者間の健全な競争

が働かなくなるおそれがある。 

●「開示の求めに係る回答の利用目的が明示されてお

り、かつ、原則３開示要求者が当該目的以外の目的で利

用しない旨を誓約していること」として、目的外での利

用について誓約していることが条件となっているが、司

法上の要請であれば、一定権利利益を保護する手続・罰

則などもあるところ、ソフトローに従って、誓約書を回

収したのみでは、目的外利用をされた場合には損害の補

填を行うことができない可能性がある。また、提出され

た文書に「営業秘密」が含まれる場合は、裁判所への申

立てにより、「秘密保持命令（民事訴訟法 133 条）」を求

めることができる司法手続と比較し、秘密を保持する実

効性にも欠けるものと考える。したがって、一度の流出

が不可逆的な損害に繋がりかねない技術的ノウハウ等

については、事業者の正当な利益を保護する観点から、

回答拒否が認められることを明文化すべき。 

●「【開示要求可能事項】」及び「（細則）」の６点目にお

いて体制整備への言及があるが、生成 AI 提供者におい

て、既存の生成 AI 開発者が開発している生成 AI モデ

ルを提供している場合について、生成 AI 開発者が開示

しているような事項を生成 AI 提供者が開示すること

は、重複した開示になると考える。また、生成 AI 開発
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者が開示していない事項を生成 AI 提供者が開示するこ

とについても矛盾があると考えられる。生成 AI 提供者

と生成 AI 開発者では、開示すべき項目の範囲や体制整

備に求められるレベルを明確に分けるべき。 

 

（細則） 

●２点目で「生成 AI 事業者において可能な限り詳細か

つ分かりやすい開示を行う」ことが求められているとこ

ろ、原則２とは異なり、「開示要求者に該当する者であ

ることを示す理由」として「生成物及び当該生成物を生

成する際に用いたプロンプト」の提示を求める旨が記載

されているが、実際に生成 AI に関するコンテンツ利用

者か否か（第三者の権利侵害の可能性がある者か否か）

を判断するには不十分な例示であると考える。このよう

に、判断基準が曖昧な場合、十分な法的根拠を欠いた「情

報収集目的」の探索的な請求（フィッシング・エクスペ

ディション）を許容するリスクがあるのではないか。ま

た、URL 等の詳細は重要な技術的ノウハウであると同

時に、開示によってセキュリティ上の脆弱性を露呈させ

る懸念もある。企業の知的財産やシステムの安全性を守

るためには、開示の是非について生成 AI 事業者自身が

適切な裁量をもって判断できること、及び、第三者の権

利侵害を起こしてしまう蓋然性を示す客観的な疎明が

ない場合には回答の拒否を行えること等を明確化すべ

き。 

●特定のURL が学習データに含まれるか否かの照会回

答については、原則 2 に関する要望と同様に、事業者の
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知的財産権や営業秘密・ノウハウの保護及びセキュリテ

ィ確保の観点から、生成 AI 事業者の裁量により回答拒

否を認める旨を明記することを強く要望する。 

●細則に示された特定のURLが学習データのクロール

対象か否かという情報は、生成 AI 事業者にとって「ど

のようなソースから、どのような優先順位でデータを収

集・精査しているか」という技術的優位性の根幹（ノウ

ハウ）を特定させる行為に他ならない。不特定多数にな

り得る利用者からの URL照会に対し、一律に回答を求

める運用は、リバースエンジニアリングによる営業秘密

の流出や、攻撃のヒントを与えることによるセキュリテ

ィ上の脆弱性の露呈を招くおそれがある。また、目的外

利用の「誓約」のみでは情報流出時の不可逆的な損害を

補填・回復する実効性に欠けると考えられる。このよう

な重大な実務上のリスクに鑑みれば、開示によって事業

者の正当な利益やシステムの安全性が害されるおそれ

がある場合には、事業者の裁量によって回答拒否が認め

られるべきと考える。この理解に齟齬があるようであれ

ば理由を提示頂きたい。 

 

（２）この文書が示す原則に対する例外、について 

●「【原則１から原則３までに対する例外】」が記載され

ているが、自社開発ではないオープンソースソフトウェ

ア（OSS）モデルや公開リポジトリを利用する場合、開

発過程の詳細を遡及して把握・精査することは技術的に

困難であることから、OSS ライセンスの提示をもって

内容の開示に代えることができるとする例外規定につ



一般社団法人 新経済連盟 

いて、実務の実態に即した柔軟な運用を要望する。 

●生成 AI の開発・提供において、OSSの活用はイノベ

ーションを加速させる不可欠な要素である。しかし、

OSS は不特定多数のコントリビューターによって構築

されており、利用側である事業者がそのトレーニングプ

ロセスの詳細や学習データの全容を遡及的に完全把握

し、保証することは物理的に不可能。開発主体が異なる

OSS について過度な情報開示や遡及的な説明責任を課

すことは、実質的に OSS の利用を制限することに繋が

り、わが国の AI 産業の発展を阻害するおそれがある。

OSS 利用の事実とライセンス情報の提示をもって原則

への対応とみなす本例外規定は、実務上の実現可能性を

担保する上で極めて重要であり、一律の基準ではなく、

個別の技術的背景を考慮した柔軟な運用を求める。 

 

（４）その他の事項 

●本プリンシプル・コードへの対応は、事業者にとって

は人的・技術的・経済的に多大なコスト（コンプライア

ンス・コスト）を伴うものだが、これを単なる「一方的

な負担」に留めず、前向きな投資へと変えるための具体

的な枠組みが必要であると考える。 

●「期待される」との表現に留めることは、実効性確保

に関する政府の責任の明確化という観点から不十分で

はないか。中小規模の事業者も対応負担を上回るメリッ

トを享受できる仕組みとすることで、日本全体の AI ガ

バナンスの底上げを図るべき。この点について、例えば、

準拠事業者に対する政府調達における優先的な評価や、
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認定マークの付与、あるいは ESG評価との連携に加え、

本案への準拠及び届出を行った事業者を「好事例集」と

して政府が対外的に公表・周知するなど、実質的なイン

センティブを設計・提示される予定は今後あり得るの

か。このような実効的なメリットを明示することは、リ

ソースの限られた中小規模の事業者の自発的な体制整

備を後押しし、わが国の AI 利活用における安全・安心

の底上げに寄与すると考える。 

 

 

（その他、全般に関する意見） 

●今後、インターネット上に重要なデータは存在しなく

なる可能性もあり得る。また、生成 AI が進化すると目

的特化型の AI の世界が来るものと考えられる。日本が

狙うべきはヘルスケア領域だが、AI のベースとなるデ

ータは個人のデータとなるため、個人のデータをルール

なく活用していく AI が乱立すると、データの真正性や

秘匿性が保たれなくなる可能性が高い。まずは、ヘルス

データは個人のアセットであり、どこに利用を許可した

かどうかをブロックチェーンで追える（トレースでき

る）基盤が必要不可欠であり、それがないと真正性の保

たれない情報が流通し、AI が本来の力を発揮できなく

なる可能性があり得る。加えて、現在流通している匿名

加工されたヘルスデータも、本当に真正性を保てている

のかが不透明。個人のアセットを個人が管理し、いつで

もトレースできる情報保護基盤がないままでは、目的特

化型の AI をヘルスケア領域で深化させることはできな
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いばかりか、正確ではない AI が出来てしまう可能性が

非常に高いことを危惧する。 

●概要開示対象事項 具体例の 3 ページに関して、オリ

ジナルの権利者に配慮した「合成データの活用」や「ク

リーンなデータセットによる学習」を採用している事業

者については、その取組を公的に高く評価すべき。また、

知的財産権の保護に積極的に寄与する学習手法をとっ

ていると認定された事業者に対しては、インセンティブ

として原則１から３までに示された公開レベルを軽減

する（簡易的な開示や説明で充足とする等）といった処

置を検討すべき。このような軽減措置があれば、事業者

は積極的に権利配慮型の手法を選択するようになり、本

コードの目的である「知財保護と技術進歩の両立」がよ

り円滑に達成されると考えられる。 

●本プリンシプル・コード案は、知的財産等の権利者保

護という便益に対し、AI 開発・提供事業者に課される

コスト（過大な事務負担や AI 活用の萎縮効果）が著し

く不均衡であり、『世界で最も AI を開発・活用しやすい

国を目指す』という政府の国家戦略との整合性に重大な

疑義がある。 AI 活用は日本産業の国際競争力において

不可欠な要素である。日本国内でサービスを展開する企

業にのみ独自の制約を課すことは、国際競争における致

命的なハンディキャップとなり、国家戦略上の合理性を

欠いている。具体的には、「推論過程や判断根拠」を含

む「モデルのトレーニングプロセスの内容」や「第三者

と契約するライセンスの状況」を公表することは AI 事

業者にとっての「手の内（知財そのもの）」を無償で公
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衆に晒すことに等しく、国際的な開発競争において致命

的な不利益を招く。これは、本来守られるべき「AI 開

発・提供者側の知的財産」を軽視したバランスを欠く要

求である。 

●各国で規制が断片化することは、グローバル企業にと

って多大なコンプライアンス・コストを発生させる。日

本独自の基準を設けるのではなく、広島 AI プロセス等

の国際枠組みへの準拠に集約すべきである。国際的な整

合性を欠いた規制は、日本市場の孤立を招き、国内企業

の競争力を削ぐ要因となりえる。 

●AI 推進法の付帯決議においても、「過度に重い負担や

情報開示を求めないように留意すること」、「広島ＡＩプ

ロセス国際行動規範の『報告枠組み』に基づき報告書を

提出する活用事業者等に対しては、既存の国内法制度に

基づく報告義務に最大限活用することで、報告の重複を

軽減する仕組みを導入することなどにより、国際的な整

合性や効率性を確保すること。」とされており、本コー

ドにおけるフレームワークを新たに導入することはこ

の付帯決議の内容に反する制度設計である。 

●生成 AI の開発・提供において、透明性の確保は重要

な要素であることは認識しているが、本プリンシプル・

コードの策定にあたり、マルチステークホルダープロセ

スを重視し、知的財産の権利者等だけでなく AI 開発・

利用企業とも実行可能な記載等について事前に対話を

行っていれば、企業側もより柔軟に対応ができた可能性

がある。今後は業界団体等を通じて事前の意見交換等を

実施する等、制度設計プロセスの改善をいただきたい。 
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●本プリンシプル・コード案は「知的財産の保護」を掲

げているが、示されている具体的措置の多くは権利者の

救済にとって手段と目的が乖離しており、実効性に欠け

ていると考える。 

原則 1 で求められている「アーキテクチャ・設計仕様」

や「パラメータの設定（判断根拠）」等の開示は極めて

内部的な技術情報である。これらの情報が公表されたと

しても、個別のクリエイターが自らの著作権侵害を特定

したり、法的立証を行ったりすることには直接寄与しな

い 。IPホルダーが求めているのは、自身の作品が「学

習に使われたか」という事実の確認や「侵害物の生成防

止」であり、システムの内部構造の透明性ではないもの

と思料する。この点において、本プリンシプル・コード

案は、権利者への実効的な救済手段を提供するのではな

く、事業者側に「説明のための説明」という形式的な事

務負担を強いるものとなっている。（「情報の開示」と「権

利行使」の論理的断絶） 

原則２及び３は、権利者が自ら類似性を発見し、訴訟準

備等の高いハードルを越えた場合にのみ開示を求める

仕組みとなっている。これは権利者にとって依然として

負担が重く利用されるケースが少ないことが予想され

る一方、AI 事業者側にのみ膨大な窓口対応コストを強

いる、非効率な対症療法に留まっている。（事後的な照

会プロセスの限界） 

 


